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日本私立大学協会 

私立大学ガバナンス・コード＜第 2.0版＞ 

「点検結果報告書」 

 

共通様式 

 

①法人名称 学校法人 藤村学園 

②設置大学名称 東京女子体育大学 

③担当部署 総務企画課 

④問合せ先 総務企画課 

⑤点検結果の確定日 令和 7年 9月 17日 

⑥点検結果の公表日 令和 7年 9月 30日 

⑦点検結果の掲載先 URL https://www.twcpe.ac.jp/college/disclosure.html 

⑧本協会による公表 承諾する 否認する  

 

【備考欄】 
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日本私立大学協会 

私立大学ガバナンス・コード＜第 2.0版＞ 

「点検結果報告書」 

 

共通様式 

 

①法人名称 学校法人 藤村学園 

②設置大学名称 東京女子体育短期大学 

③担当部署 総務企画課 

④問合せ先 総務企画課 

⑤点検結果の確定日 令和 7年 9月 17日 

⑥点検結果の公表日 令和 7年 9月 30日 

⑦点検結果の掲載先 URL https://www.twcpe.ac.jp/college/disclosure.html 

⑧本協会による公表 承諾する 否認する  

 

【備考欄】 
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様式Ⅰ 

 

Ⅰ－Ⅰ．「基本原則」及び「原則」の遵守（実施）状況の点検結果 

基本原則・原則 遵守状況 

基本原則１ 自主性・自律性の確保（特色ある運営） ○ 

原則１－１ 建学の精神等の基本理念に基づく教学運営体制の確立 ○ 

原則１－２ 中期的な計画の策定方針の明確化及び進捗管理 ○ 

基本原則２ 公共性・社会性の確保（社会貢献） ○ 

 原則２－１ 教育研究活動の成果の社会への還元 ○ 

 原則２－２ 多様性への対応 ○ 

基本原則３ 安定性・継続性の確保（学校法人運営の基本） ○ 

 原則３－１ 理事会の構成・運営方針の明確化 ○ 

 原則３－２ 監査機能の強化及び監事機能の実質化 ○ 

 原則３－３ 評議員会の構成・運営方針の明確化 ○ 

 原則３－４ 危機管理体制の確立 ○ 

基本原則４ 透明性・信頼性の確保（情報公開） ○ 

 原則４－１ 教育研究・経営に係る情報公開 ○ 

 

Ⅰ－Ⅱ．遵守（実施）していない「基本原則」の説明 

該当する基本原則 説明 

  

 

Ⅰ－Ⅲ．遵守（実施）していない「原則」の説明 

該当する原則 説明 

  



3 

 

様式Ⅱ 

 

Ⅱ－Ⅰ．「原則」の遵守（実施）状況の判断に係る「実施項目」の取組状況 

原則１－１ 建学の精神等の基本理念に基づく教学運営体制の確立 

実施項目１－１① 説明 

建学の精神等の基本理

念及び教育目的の明示 

建学の精神、教育理念及び教育目的について、本学ホ

ームページ等を通じて学生を含むステークホルダーに

示している。 

実施項目１－１② 説明 

「卒業認定・学位授与

の方針」、「教育課程編

成・実施の方針」及び

「入学者受入れの方

針」の実質化 

「卒業認定・学位授与の方針（DP）」、「教育課程編成・

実施の方針（CP）」、「入学者受入れの方針（AP）」に基

づき、教育活動や支援体制等の実施状況を総合的に検

証している。令和 7年度からの新カリキュラムでは、各

科目に主となる DP を定めて科目ナンバリングに反映

し、DP を踏まえて到達目標を設定したうえで、体系的

な授業展開を行っている。 

実施項目１－１③ 説明 

教学組織の権限と役割

の明確化 

学長の責務、学長の補佐体制及び教授会の役割等につ

いては、学則および教授会規程等により明確に定めら

れている。 

実施項目１－１④ 説明 

教職協働体制の確保 組織に関する規程等に基づき、適切に教職員の役割分

担を行い、教育研究活動等を遂行している。 

実施項目１－１⑤ 説明 

教職員の資質向上に係

る取組みの基本方針・

年次計画の策定及び推

進 

教職員の資質向上に向け、所管委員会においてファカ

ルティ・ディベロップメント（FD）およびスタッフ・

ディベロップメント（SD）に関する方針を定め、各種

研修を実施している。 

 

原則１－２ 中期的な計画の策定方針の明確化及び進捗管理 

実施項目１－２① 説明 

中期的な計画の策定方

針の明確化及び具体性

のある計画の策定 

常任理事会で策定方針を定めた後、各部署からのヒア

リングと計画案の集約を行い、評議員会及び理事会の

審議を経て決定している。 

実施項目１－２② 説明 

計画実現のための進捗

管理 

年度末に各年度の事業に関するヒアリングを実施し、

その結果を踏まえて事業報告書を作成・公表してい

る。また、必要に応じて計画の見直し・修正を行って

いる。 
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原則２－１ 教育研究活動の成果の社会への還元 

実施項目２－１① 説明 

社会の要請に応える人

材の育成 

本学では、建学の精神に基づく人材育成とともに、「聴

講生」制度や単位修得を目的とした「科目等履修生」

制度を設け、教員免許取得を目指す社会人等の受け入

れを通じて社会の要請に応えている。また、全学生を

対象に個別面談を実施し、希望進路の把握と個々に応

じた支援を行うことで、社会で活躍できる人材の育成

に努めている。さらに、就職対策講座や資格ガイダン

ス、公務員対策講座、学内企業説明会等を実施し、企

業側とも情報交換を行いながら、社会のニーズに対応

した学生指導を推進している。 

実施項目２－１② 説明 

社会貢献・地域連携の

推進 

本学では、市区との連携による中学校部活動の地域移

行・地域展開の一環として、教員養成課程における現

場体験型授業の実施など、地域課題の解決に向けた取

組みを進めている。地域交流センターでは、本学の人

的・物的資源を活用し、公開講座の開催やボランティ

ア活動、講師派遣等を積極的に展開しており、図書館

では近隣の中学校との連携事業を実施するなど、地域

社会との連携と地域活性化に努めている。 

 

原則２－２ 多様性への対応 

実施項目２－２① 説明 

多様性を受容する体制

の充実 

本学では、障害学生支援委員会や授業担当教員の連携

により、個々の特性に応じた学修支援を実施してい

る。特に、聴覚障がい学生に対しては、パソコンテイ

カーやノートテイカーの配置、実技科目での学びやす

い工夫など、きめ細かな対応を行っている。 

また、学生の多様な相談ニーズに対応するため、グル

ープ・ゼミ担任、相談担当学生委員、専門教員、医

師・臨床心理士、ハラスメント相談員及び学生関連部

署による多層的な相談体制を整備し、学生生活全般を

幅広く支援している。 

さらに、図書館では「多様性」や「ダイバーシティ」

に関する書籍を収集・配架し、学生や教職員が多様性

について理解を深める機会を提供している。 

実施項目２－２② 説明 

役員等への女性登用の

配慮 

役員には女性の学識経験者や卒業生を登用するなど、

多様な構成を確保している。 

原則３－１ 理事会の構成・運営方針の明確化 
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実施項目３－１① 説明 

理事の人材確保方針の

明確化及び選任過程の

透明性の確保 

理事の人材確保方針や選任過程については、私立学校

法および寄附行為等に基づき関連規程を整備し、理事

選任機関において透明性をもって選任手続きを実施し

ている。 

実施項目３－１② 説明 

理事会運営の透明性の

確保及び評議員会との

協働体制の確立 

理事会運営の透明性については、寄附行為および関係

規程に基づき、理事会の役割や理事の責務を明確にす

るとともに、議事録の作成・保存や情報公開を適切に

行っている。また、理事会と評議員会が相互に意見交

換を行うことにより、建設的な協働と相互牽制の体制

を構築し、運営の透明性確保に努めている。 

実施項目３－１③ 説明 

理事への情報提供・研

修機会の充実 

理事会において、外部理事を含む全ての理事に対し、

法人運営に関する情報提供を適切に行っている。 

原則３－２ 監査機能の強化及び監事機能の実質化 

実施項目３－２① 説明 

監事及び会計監査人の

選任基準の明確化及び

選任過程の透明性の確

保 

監事及び会計監査人は、寄附行為に基づき、評議員会

の決議によって選任されている。選任にあたっては、

両者の独立性や利益相反の防止に十分配慮するととも

に、選任課程の記録を整備し、その透明性を確保して

いる。 

実施項目３－２② 説明 

監事、会計監査人及び

内部監査室等の連携 

学校法人藤村学園監事監査規程第 10 条に基づき、監

事、会計監査人、監査室、財務課の四者による協議会

を設置し、定期的に監査計画や会計処理等に関する情

報共有および意見交換を行っている。 

実施項目３－２③ 説明 

監事への情報提供・研

修機会の充実 

監事監査を適正かつ効率的に運営するために必要な事

項について協議し、情報共有を行っている。また、一

般社団法人大学監査協会等が主催する研修会への参加

や、予算・事業報告のヒアリングなど、監事・監査室

が積極的に情報収集・研修の機会を持つことで、監査

体制の充実に努めている。 

原則３－３ 評議員会の構成・運営方針の明確化 

実施項目３－３① 説明 

評議員の選任方法や属

性・構成割合についての

考え方の明確化及び選任

過程の透明性の確保 

評議員の選任方法や構成割合については、私立学校法

および寄附行為等に基づき関連規程を整備しており、

評議員選考委員会において透明性をもって選任手続き

を実施している。 
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実施項目３－３② 説明 

評議員会運営の透明性

の確保及び理事会との

協働体制の確立 

評議員会の招集、議決事項及び評議員の責務等につい

ては寄附行為に明確に定めている。また、議事録の作

成・保存を適切に行うとともに、理事会との意見交換

を通じて、建設的な協働及び相互牽制の体制を構築

し、運営の透明性確保に努めている。 

実施項目３－３③ 説明 

評議員への情報提供・

研修機会の充実 

評議員会において、外部を含む全ての評議員に対し、法人

運営に関する情報提供を適切に行っている。 

原則３－４ 危機管理体制の確立 

実施項目３－４① 説明 

危機管理マニュアルの

整備及び事業継続計画

の策定・活用 

学校法人藤村学園リスク管理規程に基づき、リスク管

理委員会を設置し、同委員会において防災マニュアル

を策定し、防災訓練を実施している。 

 

実施項目３－４② 説明 

法令等遵守のための体

制整備 

内部監査を実施し、各部課が法令遵守し業務の執行状況

を確認する体制を整備している。 

 

原則４－１ 教育研究・経営に係る情報公開 

実施項目４－１① 説明 

情報公開推進のための

方針の策定 

私立大学における高い公共性に伴う透明性の確保のた

め、法令上公開が求められる情報に加えて、教育研究

活動に関する情報をホームページや学園報等の媒体に

おいて積極的に公開している。 

実施項目４－１② 説明 

ステークホルダーへの

理解促進のための公開

の工夫 

教育・研究に関する情報や学校法人に関する情報は、

ホームページ内の「情報公開」等のページで公開して

いる。また、ホームページでの公開に加え、学園報な

どの冊子も発行しており、情報公開に際しては、用語

解説や説明を付すなど、ステークホルダーの理解が深

まるよう工夫している。 

Ⅱ－Ⅱ．「実施項目」に記載の内容とは異なる独自の方法により、「原則」を遵守し

ていると判断した場合の取組内容 

該当する原則 説明 

  


